
 議案第２０号 

   墨田区営運動場条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  平成２９年２月１５日 

 

                提出者 墨田区長  山  本    亨    

 

   墨田区営運動場条例の一部を改正する条例 

 墨田区営運動場条例（昭和４６年墨田区条例第２２号）の一部を次のように改正す

る。 

 第２条中「社会体育」を「スポーツ」に改める。 

 第３条中「墨田区教育委員会（以下「教育委員会」という。）」を「区長」に改め

る。 

 第４条第１項中「教育委員会規則」を「墨田区規則」に改め、同条第２項中「教育

委員会」を「区長」に改める。 

 第５条ただし書、第７条及び第８条中「教育委員会」を「区長」に改める。 

 第１０条中「教育委員会規則」を「墨田区規則」に改める。 

   付 則 

１ この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行の日前にこの条例による改正前の墨田区営運動場条例の規定によ

り墨田区教育委員会が行った処分その他の行為又は同日前に墨田区教育委員会に対

してされた申請その他の行為は、同日以後においては、それぞれこの条例による改

正後の墨田区営運動場条例の規定により区長が行った処分その他の行為又は区長に

対してされた申請その他の行為とみなす。 

 

（提案理由） 

 本年４月１日付け組織改正により区営運動場の管理、運営等について区長部局で行

うことに伴い、所要の規定整備をする必要がある。 


